
宝塚市公告第２１号 

 

 

農業経営基盤の強化の促進に関する計画（案）の縦覧期間の変更について 

 

農業経営基盤強化促進法(昭和５５年５月２８日法律第６５号)第１９条第７

項の規定により、農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基

盤の強化の促進に関する計画(地域計画)の案を縦覧に供する期間について、「令

和７年３月１７日まで」を「令和７年３月１８日まで」に変更（延長）する。 

 

 

 

 

令和７年（2025年）３月１７日 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 


